
自転車通学申請書

※上記個人情報については、自転車通学登録・管理以外の目的では利用いたしません。

2．許可証は、他人に貸与または譲渡しないこと。

3．定められた駐輪場に駐輪すること。

4．自転車が不要になった際、構内に放置せず、自らの責任で処分すること。

5．構内での事故・盗難・損傷等については大学に対して一切その責任を求めません。

6．通学の際は、近隣住民の迷惑にならぬよう、道路交通法を遵守し安全運転を行います。

7．乗車の際はヘルメットを着用すること。(道路交通法一部改正(2023年4月1日～)により、着用が努力義務化されています )

8．東京都、埼玉県の条例で定める自転車保険等に加入していること。

9．以上のことに違反した場合は、自転車の撤去、施錠、許可証の取消等をされても異議申し立てをいたしません。

●2026年4月1日から自転車の違反に「青切符」が導入

駐輪許可証№

※教育支援課記入

1．大学周りの歩道、大学構内では自転車走行をせず、自転車を押して歩くこと。

申請に当たっては、上記のことを遵守することを誓約いたします。

年　　　　月　　　　日

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　　　　印

住所

【遵守事項】

防犯登録番号
（車体に貼られた防犯登録シールの番号）

電話番号

所属
　□　学部生　　　　　　　　□　大学院生

　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

学部・研究科 　□　国際学部　　　　□　経営学部　　　　□　国際学研究科

学籍番号
※学籍番号を記入

申請者氏名

ながらスマホ 傘差し イヤホン等の着用

青切符（反則金の納付） 一部例

右側通行、歩道通行
酒気帯び運転

赤切符（刑事手続き）

一部例


